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令和４年第２回上富田町議会臨時会会議録 

（第１日） 

○開会期日  令和４年５月１７日午前９時００分 

─────────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

─────────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

      １番  井 渓 港 斗        ２番  栗 田 八 郎 

      ３番  平 田 美 穗        ４番  大 石 哲 雄 

      ５番  山 本 哲 也        ６番  正 垣 耕 平 

      ７番  家根谷 美智子        ８番  中 井 照 恵 

      ９番  吉 本 和 広       １０番  谷 端   清 

     １１番  松 井 孝 恵       １２番  樫 木 正 行 

─────────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

─────────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  樫 山 裕 子  副 局 長   小 倉 一 仁 

─────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 奥 田   誠  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 宮 内 一 裕  会 計 管 理 者 

（会計課長） 
十 河 貴 子 

総 務 課 長 中 島 正 博  総務課副課長 目 良 大 敏 

振 興 課 長 平 尾 好 孝  振興課副課長 吉 田 忠 弘 

税 務 課 長 笠 松 昭 宏  住 民 課 長 瀬 田 和 哉 

住民課副課長 芦 口 正 史  住民課副課長 陸 平 志 保 

福 祉 課 長 木 村 陽 子  福祉課副課長 芝   健 治 

福祉課副課長 坂 本 真理子  長 寿 課 長 宮 本 真 里 

建 設 課 長 栗 田 信 孝  建設課副課長 山 根 康 生 
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建設課副課長 谷 本 和 久  上下水道課長 谷 本   誠 

上 下 水 道 課 

副 課 長 
陸 平 将 史  教 育 委 員 会 

事 務 局 長 
三 浦   誠 

教 育 委 員 会 

事務局副局長 
平 岩   晃 

 教 育 委 員 会 

事 務 局 学 校 

給食センター 

所 長 

前 芝 由 希 

 

─────────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 仮議席の指定について 

  日程第 ２ 選挙第 １号 上富田町議会議長の選挙について 

  追加議事日程 

  日程第 １ 議席の指定について 

  日程第 ２ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ３ 会期の決定について 

  日程第 ４ 選挙第 ２号 上富田町議会副議長の選挙について 

  日程第 ５ 選任第 １号 上富田町議会常任委員会委員の選任について 

  日程第 ６ 選任第 ２号 上富田町議会運営委員会委員の選任について 

  日程第 ７ 選任第 ３号 上富田町議会広報特別委員会委員の選任について 

  日程第 ８ 選挙第 ３号 富田川衛生施設組合議会議員の選挙について 

  日程第 ９ 選挙第 ４号 富田川治水組合議会議員の選挙について 

  日程第１０ 選挙第 ５号 上大中清掃施設組合議会議員の選挙について 

  日程第１１ 選挙第 ６号 公立紀南病院組合議会議員の選挙について 

  日程第１２ 選挙第 ７号 和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙につい 

               て 

  日程第１３ 選挙第 ８号 紀南環境広域施設組合議会議員の選挙について 

  日程第１４ 選出第 １号 上富田町体育協会理事の選出について 

  日程第１５ 報告第 ２号 上富田町税条例等の一部を改正する条例 

  日程第１６ 報告第 ３号 上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特 

               別措置に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１７ 報告第 ４号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第１８ 報告第 ５号 令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１１号） 

  日程第１９ 報告第 ６号 令和３年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書 

  日程第２０ 報告第 ７号 令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算 
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               （第３号） 

  日程第２１ 報告第 ８号 上富田町水道事業会計建設改良費の繰越について 

  日程第２２ 報告第 ９号 上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を改 

               正する条例 

  日程第２３ 報告第１０号 令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１２号） 

  日程第２４ 報告第１１号 令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正 

               予算（第１号） 

  日程第２５ 報告第１２号 令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正 

               予算（第２号） 

  日程第２６ 議案第４１号 令和４年度上富田町一般会計補正予算（第１号） 

  日程第２７ 議案第４２号 監査委員の選任について 

  日程第２８ 議案第４３号 上富田町朝来財産区管理会委員の選任について 

  日程第２９ 議案第４４号 上富田町朝来財産区管理会委員の選任について 

  日程第３０ 議案第４５号 上富田町朝来財産区管理会委員の選任について 

  追加日程第１ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について 
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△開  会  午前９時００分 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  おはようございます。事務局長の樫山です。議会開会まで進行させていただきます。 

  本臨時会は、一般選挙後の初めての議会です。議長が選出されるまでの間、地方自治

法第１０７条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うこと

となります。 

  本日の出席議員中、年長の議員は大石哲雄議員です。大石議員は議長席にお願いしま

す。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。ただいまご紹介をいただきました大石でございます。 

  地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。議長が決定する

までの限られた時間でございますが、議員各位のご協力によりまして無事任務を果たし

たいと思いますので、どうかご協力賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

  さて、このたび選挙におきまして、お互いに当選の栄を担って議席を得たわけでござ

います。ここで、改めて自己紹介をお願いしたいと思いますが、いかがでございますか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  異議がないようでございますので、そのようにさせていただきます。 

  それでは、井渓港斗議員より順次自己紹介をお願いいたします。 

○１番（井渓港斗） 

  おはようございます。井渓港斗と申します。自己紹介といいますと難しいんですけど、

平成８年生まれの２６歳になります。この中で一番若くして議員に当選させてもらいま

した。まだまだ分からんことばっかりですけど、自分よがりにならずに、みんなに寄り

添う気持ちを持って頑張っていけたらなと思います。これからもどうぞよろしくお願い

します。失礼します。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  栗田八郎君、お願いします。 

○２番（栗田八郎） 

  栗田八郎です。上富田町のためにしっかり頑張ってまいります。全力投球で頑張りま

すので、よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  平田美穗議員、お願いします。 

○３番（平田美穗） 
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  平田美穗と申します。福祉のほうだけではないと思いますので、頑張っていこうと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  山本哲也議員。 

○５番（山本哲也） 

  山本哲也です。このたびの選挙では何かとご心配とご迷惑をおかけしまして、申し訳

ございませんでした。おかげさまで体調は万全ですので、精いっぱい頑張りたいと思い

ます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  正垣耕平議員。 

○６番（正垣耕平） 

  正垣です。おはようございます。平成３０年に議員となりまして４年がたちました。

平成から令和になり、コロナもありました。いろいろありましたけれども、また新たに

気持ち切り替えて頑張っていこうと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  家根谷美智子議員。 

○７番（家根谷美智子） 

  おはようございます。家根谷美智子です。初心を忘れず、２期目に向けても町民の皆

様のため、上富田町の発展に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  中井照恵議員。 

○８番（中井照恵） 

  おはようございます。中井照恵です。２期目も感謝の思いを忘れず、住民の皆様に寄

り添いながらしっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  吉本和広議員。 

○９番（吉本和広） 

  おはようございます。日本共産党の吉本和広です。学習と住民の声をしっかり聞いて

町政に届けていきたいというふうに思っています。いろいろ行政の方には教えていただ

きたいことがたくさんあると思いますので、またよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○臨時議長（大石哲雄） 
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  谷端清議員。 

○１０番（谷端 清） 

  谷端清です。元職からまたこの議会に帰ってきました。どうぞ皆さんよろしくお願い

します。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  松井孝恵議員。 

○１１番（松井孝恵） 

  おはようございます。松井孝恵です。引き続き頑張りたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  樫木正行議員。 

○１２番（樫木正行） 

  樫木正行です。３期目、長老の２番目になりました。よろしくお願いします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  これで自己紹介を終わります。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら令和４年第２回上富田町議会臨時会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  皆さん、おはようございます。 

  議員各位におかれましては、去る４月２４日執行の上富田町議会議員一般選挙におき

まして当選の栄を担われ、心からお喜びを申し上げる次第でございます。 

  ご当選の感激も新たに、今後とも高い見識と豊富なご経験を生かされ、町政運営に幅

広くご示唆、ご指導賜りますようお願い申し上げます。 

  私も、町民の皆さんのご支援を得まして、２期目の町政を預かっております。町行政

に課された様々な案件に、議員各位のご指導とご協力を得て誠心誠意取り組んでまいる

所存でありますので、ご支援をお願いいたします。 

  初めに、いまだに鎮静化の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症への対応につい

て申し上げます。 

  町では、医療従事者のご協力を得ながら、感染症予防と重症化の防止、蔓延を防ぐ集
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団免疫の獲得のため、１月下旬から対象住民への３回目のワクチン接種を進め、４月末

までに約８割の町民の方が３回目ワクチンを接種しています。国からは、４回目接種の

準備をするように要請があるところです。 

  同時に、コロナ禍で疲弊した地域経済や町民の家計を元に戻し、地方創生の流れを本

格化する必要もございます。国からは、昨年度のうちに１億円余り、今年度に入り追加

で８，０００万円余りの補助金が内示されており、この有効な使い方について、議会の

ご審議をいただきながら予算化を進めます。 

  さて、上富田町の行財政運営の状況について説明いたしますと、人口は約１万５，６

００人、上富田町が誕生した昭和３３年から増加を続け、和歌山県内でも数少ない人口

増加の町となっています。しかしながら、ここ１０年ほどは、転入などの社会増は増加

しているものの、自然増減については減少しております。このため、上富田町でも雇用

を確保し、所得を安定させ、地域経済の活性化を図ることにより人口減少幅を小さくす

るよう、地方創生を進めます。第５次上富田町総合計画と第２期上富田町まち・ひと・

しごと創生総合戦略を着実に実行してまいります。 

  上富田町の大きな課題は、財政の健全化であります。人口増加に伴って税収も増えて

おります。しかし、財政が厳しい状況には変わりございません。住民のニーズは、生活

レベルの向上とともに質的に高度化し、新たなニーズも生じています。地方の財政状況

の先行きが見えない状況の中でも、そのようなニーズに的確に対応していかなければな

りません。引き続き行政改革を不断に進め、「明るく豊かで元気なひとづくり、まちづ

くり」に向けて、着実に歩みを進めてまいります。 

  次に、本臨時会に上程する諸議案の説明につきましては、後ほど行いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  今後とも、議員の皆さんには、上富田町の行政運営にご理解とご協力をお願いしまし

て、開会の挨拶といたします。 

  なお、改選後の初議会でありますので、特別職職員を紹介させていただきます。 

  副町長の山本敏章です。 

○副町長（山本敏章） 

  副町長の山本です。どうぞよろしくお願いします。 

○町長（奥田 誠） 

  教育長の宮内一裕です。 

○教育長（宮内一裕） 

  教育長の宮内一裕です。どうぞよろしくお願いします。 

○町長（奥田 誠） 
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  職員につきましては副町長より紹介をさせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  副町長より当局の紹介を兼ねて発言を求められておりますので、これを許可いたしま

す。 

  副町長、山本君。 

○副町長（山本敏章） 

  改めまして、おはようございます。 

  それでは、４月１日付で人事異動を発令しております。本日出席しております職員全

員を紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、会計管理者、十河貴子です。 

○会計管理者（十河貴子） 

  会計管理者の十河でございます。よろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  総務課長、中島正博です。今回、昇格になります。 

○総務課長（中島正博） 

  中島でございます。よろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  総務課副課長、目良大敏です。 

○総務課副課長（目良大敏） 

  総務課副課長の目良です。よろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  振興課長、平尾好孝です。 

○振興課長（平尾好孝） 

  振興課長の平尾です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  振興課副課長、吉田忠弘です。 

○振興課副課長（吉田忠弘） 

  振興課副課長、吉田です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  建設課長、栗田信孝です。 

○建設課長（栗田信孝） 

  栗田です。皆さん、よろしくお願いいたします。 
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○副町長（山本敏章） 

  建設課副課長、谷本和久です。 

○建設課副課長（谷本和久） 

  谷本です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  建設課副課長、山根康生です。 

○建設課副課長（山根康生） 

  山根です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  上下水道課長、谷本誠です。 

○上下水道課長（谷本 誠） 

  谷本です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  上下水道課副課長、陸平将史です。 

○上下水道課副課長（陸平将史） 

  陸平です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  向かって右側の職員を紹介いたします。 

  教育委員会事務局長、三浦誠です。 

○教育委員会事務局長（三浦 誠） 

  教育委員事務局長、三浦誠です。どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  教育委員会事務局副局長、平岩晃です。 

○教育委員会事務局副局長（平岩 晃） 

  副局長の平岩と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  教育委員会事務局学校給食センター所長、前芝由希です。 

○教育委員会事務局学校給食センター所長（前芝由希） 

  学校給食センター所長、前芝です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  住民課長、瀬田和哉です。 

○住民課長（瀬田和哉） 

  瀬田です。どうぞよろしくお願いします。 
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○副町長（山本敏章） 

  住民課副課長、陸平志保です。 

○住民課副課長（陸平志保） 

  陸平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  住民課副課長、芦口正史です。 

○住民課副課長（芦口正史） 

  芦口です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  税務課長、笠松昭宏です。 

○税務課長（笠松昭宏） 

  笠松です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  福祉課長、木村陽子です。 

○福祉課長（木村陽子） 

  木村です。よろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  福祉課副課長、芝健治です。 

○福祉課副課長（芝 健治） 

  芝でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  福祉課副課長、坂本真理子です。 

○福祉課副課長（坂本真理子） 

  坂本です。どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  長寿課長、宮本真里です。 

○長寿課長（宮本真里） 

  宮本です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  以上、２１名でございます。今後ともご指導賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  当局の紹介を終わります。 
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─────────────────────────────────────────── 

△日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（大石哲雄） 

  日程第１ 仮議席の指定を行います。 

  議事の進行上、仮議席はただいま着席の議席とさせていただきます。 

  これより議長選挙に入るわけでございますが、ご相談申し上げたいことがございます

ので、暫時休憩をしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午前 ９時１６分 

───────────── 

再開 午前 ９時１７分 

───────────── 

○臨時議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  ただいまの休憩中に申合せを確認しましたとおり、議長、副議長、各常任委員会委員、

議会運営委員会委員、特別委員会委員、富田川衛生施設組合議会議員、富田川治水組合

議会議員、上大中清掃施設組合議会議員、公立紀南病院組合議会議員、田辺周辺広域市

町村圏組合議会議員、和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員、紀南環境広域施設組

合議会議員、体育協会理事、監査委員など、全ての任期を向こう２年間といたしたいと

思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  そのように決定をいたしました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２ 選挙第２号 

○臨時議長（大石哲雄） 



－ 12 － 

  日程第２ 選挙第２号、上富田町議会議長の選挙についてを議題といたします。 

  この際、暫時休憩をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午前 ９時１９分 

───────────── 

再開 午前 ９時１９分 

───────────── 

○臨時議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  事務局より、上富田町議会議長の選挙についてを朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第１号、上富田町議会議長の選挙について。 

  地方自治法第１０３条第１項の規定により、上富田町議会議長の選挙を行う。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会臨時議長。 

  以上です。 

○臨時議長（大石哲雄） 

  選挙の方法は、指名推選と単記無記名投票があります。いかがいたしますか。 

（｢単記無記名」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  単記無記名投票でご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  議長選挙は、単記無記名投票で行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 
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  投票用紙を配付させます。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  念のため申し上げます。 

  投票は、単記無記名でございます。 

  投票用紙の枠の中にご記入を願います。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票願います。 

（議会事務局長点呼、投票） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  投票漏れはございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了します。 

  開票を行います。 

  会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に２番、栗田八郎君、８番、中井照恵

君を指名いたします。 

  開票の立会いをお願いいたします。 

（開票） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数１２票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票

１１票、無効投票１票。 

  有効投票中、大石君７票、松井君３票、吉本君１票、以上のとおりであります。 
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  この選挙の法定得票数は３票であります。したがって、私、大石哲雄が上富田町議会

議長に当選いたしました。 

  これをもって、会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知といたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（大石哲雄） 

  これをもちまして、臨時議長の職務は終了いたしました。ご協力ありがとうございま

した。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  臨時議長が議長に当選されましたので、そのまま議長席でご挨拶をお願いしたいと思

います。 

○議長（大石哲雄） 

  一言ご挨拶を申し上げます。 

  このたび、大勢の議員皆さんのご支持をいただきまして、議長に就任させていただく

ことになりました。誠にありがとうございます。心身ともに一層引き締めてまいります

が、まずは議長といたしまして、議員一人一人の意見、考えを集約し、議会としての意

思を示せるようにしたいと思います。また、議会と町当局との連携を高め、町民の皆さ

んのために町政がスムーズになされるよう努力いたします。同時に、議会の町政チェッ

ク機能を高めること、その役割を果たしていきたいと思います。 

  また、議員は発言して何ぼと思っております。なるべく皆さんには発言の場、機会を

設けてまいりたいと思いますが、その際、皆さんには、発言は簡潔明瞭に、しかもその

趣旨が相手に伝わるように努力をしていただきたいと思います。 

  町当局におかれましても、その説明、答弁等も、これまた簡潔明瞭に、しかもその趣

旨が相手に伝わるよう努力をしていただきたいとお願い申し上げます。 

  これをもちまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

  この際、暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午前 ９時３３分 

───────────── 

再開 午前 ９時３４分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 
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─────────────────────────────────────────── 

△日程第１ 議席の指定について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 議席の指定についてを議題といたします。 

  議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において定めることになっており

ます。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前 ９時３５分 

───────────── 

再開 午前 ９時３６分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  それでは、事務局より議席を発表します。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  発表します。 

  １番、井渓港斗議員、２番、栗田八郎議員、３番、平田美穗議員、４番、大石哲雄議

員、５番、山本哲也議員、６番、正垣耕平議員、７番、家根谷美智子議員、８番、中井

照恵議員、９番、吉本和広議員、１０番、谷端清議員、１１番、松井孝恵議員、１２番、

樫木正行議員。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま報告したとおり議席の指定をいたします。 

  指定した議席にご着席ください。 

  暫時休憩をします。 

───────────── 

休憩 午前 ９時３７分 

───────────── 

再開 午前 ９時３８分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 
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  再開します。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２ 会議録署名議員の指名について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２ 会議録署名議員の指名についてを議題といたします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において１番、井渓港斗

君、２番、栗田八郎君を指名いたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第３ 会期の決定について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３ 会期の決定についての件を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間に決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第４ 選挙第３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第４ 選挙第２号、上富田町議会副議長の選挙についてを議題といたします。 

  事務局より上富田町議会副議長の選挙についてを朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第２号、上富田町議会副議長の選挙について。 

  地方自治法第１０３条第１項の規定により、上富田町議会副議長の選挙を行う。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  選挙の方法は、指名推選と単記無記名投票がございます。いかがいたしますか。 

（｢単記無記名」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  単記無記名投票でご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  副議長選挙は、単記無記名投票で行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（大石哲雄） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  投票用紙を配付させます。 

（投票用紙配付） 

○議長（大石哲雄） 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（大石哲雄） 

  異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。 

  投票は、単記無記名投票であります。 

  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

（議会事務局長点呼、投票） 

○議長（大石哲雄） 

  投票漏れはございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了します。 

  開票を行います。 

  会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に３番、平田美穗君、１２番、樫木正
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行君を指名いたします。 

  開票の立会いをお願いいたします。 

（開票） 

○議長（大石哲雄） 

  選挙の結果を報告します。 

  投票総数１２票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票

１２票、無効投票ゼロ。 

  有効投票中、正垣耕平君８票、山本哲也君３票、吉本和広君１票、以上のとおりであ

ります。 

  この選挙の法定得票数は３票です。したがって、正垣耕平君が上富田町議会副議長に

当選されました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま上富田町議会副議長に当選されました正垣耕平君が議場におられますので、

本席から、会議規則第３３条第２項の規定により告知をいたします。 

  副議長に正垣耕平君がなられました。新副議長さんに就任のご挨拶をお願いいたしま

す。 

○副議長（正垣耕平） 

  お許しをいただきまして、一言ご挨拶申し上げます。 

  ただいま上富田町議会の副議長にご選任を賜り、大変光栄に存じますとともに、心か

ら厚くお礼を申し上げます。 

  今まさに、その責任の重さをひしひしと痛感している次第でございますが、ここに副

議長に就任しましたからには、大石議長を補佐申し上げ、皆様方のお力添えをいただき

ながら、円滑なる議会運営と議会のさらなる活性化に努めてまいる所存でございます。 

  さて、先週の金曜日、上富田町ＰＴＡ連合会の総会に出席しました。退任されるＰＴ

Ａ連合会長様の挨拶の中からですが、学校現場において、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けてできなかったこと、できたこと、また新たに見えたこと、この三つがあっ

たというお話を聞きました。単に過ぎていくのではなく、今それらをしっかりと総括し

てこそ次の一歩が見えてくるのではないか、そんな時期に来ているという趣旨のお話を

聞かせていただきました。 

  今、ご家庭や教育の現場だけにとどまらず、まちづくりや行政サービスの中でも、そ

れらを改めて総括し、何ができて、何ができないのか、また、そんな中からこの町が新
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しく何をすべきなのか、それらを全力で考え、前を向いてもう一度歩みを始める。２０

年後、３０年後に振り返った際に、上富田町の転換点はあの頃だったと、そう言われる、

そんな重要な数年になるのではないか。また、我々はそうしていかないといけません。

今、改めて、議会の一員としてのその責任を強く感じているところでございます。 

  議員の各位におかれましては、今後ともなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心

からお願いを申し上げて、甚だ簡単ではございますが、就任の挨拶に代えさせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（大石哲雄） 

  執行部の方に申し上げます。 

  これからの議事につきましては、議会の構成についてでございますので、退席をして

いただき、構成が終わりましたら再度出席をお願いいたします。 

  暫時休憩をします。 

───────────── 

休憩 午前 ９時５１分 

───────────── 

再開 午前１０時０１分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第５ 選任第１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第５ 選任第１号、上富田町議会常任委員会委員の選任についてを議題といたし

ます。 

  常任委員会については、委員会条例により二つの常任委員会となっております。よろ

しくお願いをいたします。 

  事務局より朗読させます。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選任第１号、上富田町議会常任委員会委員の選任について。 

  上富田町議会委員会条例第７条第３項の規定により、上富田町議会常任委員会委員の

選任を行う。 

  選任すべき数、総務文教常任委員会６名、厚生建設常任委員会６名。 
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  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  この際、暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午前１０時０２分 

───────────── 

再開 午前１０時０５分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  各常任委員会委員の皆さん方を事務局より発表いたします。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  発表します。 

  総務文教常任委員会委員に２番、栗田八郎議員、４番、大石哲雄議員、５番、山本哲

也議員、７番、家根谷美智子議員、９番、吉本和広議員、１０番、谷端清議員、 

  厚生建設常任委員会委員に１番、井渓港斗議員、３番、平田美穗議員、６番、正垣耕

平議員、８番、中井照恵議員、１１番、松井孝恵議員、１２番、樫木正行議員。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま事務局より発表したとおり、常任委員会委員の選任については、委員会条例

第７条第３項の規定により、議長から指名をいたします。 

  暫時休憩をいたしますので、それぞれの委員会を開催していただき、委員長、副委員

長の選出をお願いいたします。 

  委員会は第１委員会室で順次行います。初めに総務文教常任委員会、それが終わって

から厚生建設常任委員会の順でお願いをいたします。 

  では、暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午前１０時０６分 

───────────── 

再開 午前１０時２７分 

───────────── 
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○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  委員長、副委員長の発表をいたします。 

  総務文教常任委員会委員長に家根谷美智子君、副委員長に吉本和広君。 

  厚生建設常任委員会委員長に中井照恵君、副委員長に平田美穗君。 

  以上のとおり選出されました。よろしくお願いをいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第６ 選任第２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第６ 選任第２号、上富田町議会運営委員会委員の選任についてを議題といたし

ます。 

  事務局より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選任第２号、上富田町議会運営委員会委員の選任について。 

  上富田町議会委員会条例第７条第３項の規定により、上富田町議会運営委員会委員の

選任を行う。 

  選任すべき数、６名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩をします。 

───────────── 

休憩 午前１０時２９分 

───────────── 

再開 午前１０時３３分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  議会運営委員会委員の皆さん方を事務局より発表いたします。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 
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  発表します。 

  議会運営委員会委員に５番、山本哲也議員、７番、家根谷美智子議員、８番、中井照

恵議員、９番、吉本和広議員、１１番、松井孝恵議員、１２番、樫木正行議員。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま事務局より発表したとおり、議会運営委員会の選任については、委員会条例

第７条第３項の規定により、議長から指名をいたします。 

  暫時休憩をします。 

  委員会を開催していただき、委員長、副委員長の選出をお願いいたします。 

───────────── 

休憩 午前１０時３４分 

───────────── 

再開 午前１０時４２分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  委員長、副委員長の発表をいたします。 

  議会運営委員会委員長に１１番、松井孝恵君、副委員長に５番、山本哲也君が選出さ

れました。よろしくお願いをいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第７ 選任第３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第７ 選任第３号、上富田町議会広報特別委員会委員の選任についてを議題とい

たします。 

  事務局より朗読させます。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選任第３号、上富田町議会広報特別委員会委員の選任について。 

  上富田町議会委員会条例第７条第３項の規定により、上富田町議会広報特別委員会委

員の選任を行う。 

  選任すべき数、６名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 
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○議長（大石哲雄） 

  議会広報につきましては、平成１９年６月１４日付で上富田町議会広報特別委員会規

程を定め、６名の委員で構成する議会広報特別委員会を置くとしておりますので、今回

設置し、議会広報の実施と調査研究を付託したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、６名の委員で構成する上富田町議会広報特別委員会を設置し、議会広報の実

施と調査研究を付託することに決しました。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました議会広報特別委員会委員の選任は、委員会条例第７条第３項

の規定のとおり、議長の指名としてよろしいですか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  議会広報特別委員会委員の皆さん方を事務局より発表します。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  発表します。 

  議会広報特別委員会委員に１番、井渓港斗議員、２番、栗田八郎議員、３番、平田美

穗議員、６番、正垣耕平議員、７番、家根谷美智子議員、８番、中井照恵議員。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま事務局より発表したとおり、議会広報特別委員の選任については、委員会条

例第７条第３項の規定により議長から指名をいたします。 

  暫時休憩をします。 

  委員会を開催していただき、委員長、副委員長の選出をお願いいたします。 

───────────── 

休憩 午前１０時４５分 

───────────── 

再開 午前１０時５４分 

───────────── 
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○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  委員長、副委員長の発表をいたします。 

  議会広報特別委員会委員長に７番、家根谷美智子君、副委員長に１番、井渓港斗君が

選出されました。よろしくお願いをいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第８ 選挙第３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第８ 選挙第３号、富田川衛生施設組合議会議員の選挙についてを議題といたし

ます。 

  事務局より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第３号、富田川衛生施設組合議会議員の選挙について。 

  富田川衛生施設組合規約第５条第２項の規定により、組合議会の議員の選挙を行う。 

  選挙すべき数、４名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思い

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 

  被選挙人の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  富田川衛生施設組合議会議員に２番、栗田八郎君、７番、家根谷美智子君、１０番、

谷端清君、１２番、樫木正行君を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名しました方々を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました方々が富田川衛生施設組合議会議員に当選されました。 

  本席から、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第９ 選挙第４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第９ 選挙第４号、富田川治水組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 

  事務局より朗読させます。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第４号、富田川治水組合議会議員の選挙について。 

  富田川治水組合規約第５条第２項の規定により、組合議会議員の選挙を行う。 

  選挙すべき数、４名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にいたしたいと

思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 



－ 26 － 

  被選挙人の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  富田川治水組合議員に１番、井渓港斗君、４番、大石哲雄、６番、正垣耕平君、８番、

中井照恵君を指名いたします。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました方々を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました方々が富田川治水組合議会議員に当選されました。 

  本席から、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１０ 選挙第５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１０ 選挙第５号、上大中清掃施設組合議会議員の選挙についてを議題といた

します。 

  事務局より朗読させます。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第５号、上大中清掃施設組合議会議員の選挙について。 

  上大中清掃施設組合規約第５条第２項の規定により、組合議会議員の選挙を行う。 

  選挙すべき数、４名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にいたしたいと

思います。 

  これに異議ありませんか。 
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（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 

  被選挙人の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  上大中清掃施設組合議員に３番、平田美穗君、５番、山本哲也君、９番、吉本和広君、

１１番、松井孝恵君を指名いたします。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました方々を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました方々が上大中清掃施設組合議会議員に当選されました。 

  本席から、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１１ 選挙第６号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１１ 選挙第６号、公立紀南病院組合議会議員の選挙についてを議題といたし

ます。 

  事務局より朗読させます。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第６号、公立紀南病院組合議会議員の選挙について。 

  公立紀南病院組合規約第６条第１項の規定により、組合議会議員の選挙を行う。 

  選挙すべき数、２名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 
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○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思い

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 

  被選挙人の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  本件については、申合せにより、現議長と、議長が指名した議員をもって充てること

になっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  指名いたします。 

  公立紀南病院組合議会議員に６番、正垣耕平君、私、大石哲雄を指名いたします。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました方々を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました方々が公立紀南病院組合議会議員に当選しました。 

  本席から、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１２ 選挙第７号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１２ 選挙第７号、和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

を議題といたします。 

  事務局より朗読させます。 
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  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第７号、和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について。 

  和歌山県後期高齢者医療広域連合規約第８条の規定により、広域連合議会議員の選挙

を行う。 

  選挙すべき数、１名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思い

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 

  被選挙人の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  本件については、申合せにより現議長をもって充てることになっておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

  それでは、和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員に私、大石哲雄を指名いたしま

す。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました私、大石哲雄を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました私、大石哲雄が和歌山県後期高齢者医療広域連合議会

議員に当選しました。 

  本席から、会議規則第３３条第２項の規定により告知をいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１３ 選挙第８号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１３ 選挙第８号、紀南環境広域施設組合議会議員の選挙についてを議題とい

たします。 

  事務局より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選挙第８号、紀南環境広域施設組合議会議員の選挙について。 

  紀南環境広域施設組合規約第５条の規定により、紀南環境広域施設組合議会議員の選

挙を行う。 

  選挙すべき数、２名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思い

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 

  被選挙人の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  それでは、紀南環境広域施設組合議会議員に私、大石哲雄と厚生建設常任委員会委員

長の中井照恵君を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名しました方々を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました私、大石哲雄と中井照恵君が紀南環境広域施設組合議

会議員に当選しました。 

  本席から、会議規則第３３条第２項の規定により告知をいたします。 

  次に、田辺周辺広域市町村圏組合議会議員について、田辺周辺広域市町村圏組合規約

第５条第２項の規定により、議長、大石哲雄、副議長、正垣耕平君が組合議員となりま

すので、報告をいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１４ 選出第１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１４ 選出第１号、上富田町体育協会理事の選出についてを議題といたします。 

  事務局より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  選出第１号、上富田町体育協会理事の選出について。 

  選出すべき数、２名。 

  令和４年５月１７日、上富田町議会議長。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  選出についてはいかがしましょうか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  立候補を受け付けていただけたらと思うんですが。 

○議長（大石哲雄） 
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  立候補の声がございます。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１１時０６分 

───────────── 

再開 午前１１時０７分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  選任でございますので、立候補された方１名と、それから議長指名の１名と、こうい

うことにしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  それでは、上富田町体育協会理事に９番、吉本和広君、２番、栗田八郎君を指名いた

します。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま発表しましたとおり決しました。 

  町当局の出席を求めるため、暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午前１１時０８分 

───────────── 

再開 午後 １時２７分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  皆さん、こんにちは。 
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  本臨時会に上程し、ご審議をお願いします諸議案につきまして、その概要をご説明申

し上げます前に、ただいま各関係法令、条例等の規定に基づき議会構成が組まれました

ので、一言ご挨拶を申し上げます。 

  議長さんには大石哲雄氏が、副議長さんには正垣耕平氏が選出され、また、それぞれ

の委員会並びに一部事務組合におきましても各議員さんのご決定をいただき、誠に心強

い限りでございます。ここに改めてお喜びを申し上げますとともに、今後の議会運営並

びに諸活動に対しまして何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

  さて、本臨時会に上程いたします諸議案は、報告事項として条例の一部改正を４件、

令和３年度上富田町一般会計及び特別会計の補正予算を５件、それぞれ専決処分してい

ますので報告し、承認を求めるものです。また、一般会計、特別会計の繰越しに関する

報告が２件ございます。さらに、議案として令和４年度上富田町一般会計の補正予算が

１件ございます。また、人事案件の議案が４件ございます。 

  それでは、諸議案につきましてご説明をいたします。 

  報告第２号、上富田町税条例等の一部を改正する条例から、報告第５号、令和３年度

上富田町一般会計補正予算（第１１号）までの４件及び報告第７号、令和３年度上富田

町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）につきましては、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同法第１７９条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めるものであります。 

  報告第２号は、上富田町税条例等の一部を改正する条例であります。地方税法の一部

を改正する法律が本年４月１日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するも

のであります。改正の概要は、土地に係る固定資産税の負担の調整措置、住宅借入金な

ど特別税額控除の延長などを定めたものであります。 

  報告第３号は、上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例であります。租税特別措置法の一部改正に伴い、同法を引

用している本条例の一部を改正するものであります。 

  報告第４号は、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。本条

例につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、本

条例の一部を改正するものであります。改正の概要は、国民健康保険税の医療保険分及

び後期高齢者支援金分に係る課税限度額の改正であります。 

  報告第５号は、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１１号）です。各事業費の

精査を見込み、財政調整基金への積み増しを行うなどの最終予算であり、３月３１日付

にて専決処分をしています。 

  次に、報告第６号は、令和３年度の一般会計の繰越明許費の内訳についての報告であ
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ります。 

  次に、報告第７号は、令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３

号）であります。各事業費の精査及び令和３年度の実質収支を見込んだ最終予算であり、

３月３１日付にて専決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものであ

ります。 

  次に、報告第８号は、上富田町水道事業会計建設改良費の繰越についての報告であり

ます。今回、上水道事業について、上岩田地区で水道管の布設替えを行っている工事が

年度内に完成しなかったため、令和４年度へ２億１，０１３万円を繰越ししています。 

  次に、報告第９号から第１２号までは、上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業及び

上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業の廃止に伴うものであります。条例改正は、出

納整理期間を終了させ、その後もなお残っている債権、債務について、一般会計で引き

継ぐことを明文で定めるためのもの、予算関係は、両特別会計の歳計現金をゼロにする

ためのものです。いずれも、地方自治法第１７９条第１項の規定により、条例に関して

は令和４年５月１３日付で、予算に関しては令和４年３月３１日付で専決処分を行いま

したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであり

ます。 

  報告第９号は、上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例で

あります。上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業及び上富田町特別会計住宅新築資金

貸付事業の出納整理期間を５月１３日で終了させるとともに、両特別会計の債権及び債

務は一般会計で引き継ぐ旨、附則で明記するものです。 

  報告第１０号は、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１２号）であります。こ

れは、特別会計住宅新築資金貸付事業の赤字を補塡するための一般会計からの繰出金を

措置しています。財源は、特別会計宅地取得資金貸付事業からの繰入金と財政調整基金

からの繰入金を充当いたします。 

  報告第１１号は、令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）であります。特別会計宅地取得資金貸付事業を廃止するに伴い、剰余金約２７０万

円の一般会計への繰出金を措置しています。財源は、回収した貸付金と累積黒字分の繰

越金を充当いたします。 

  報告第１２号は、令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第２

号）であります。この会計は、これまでは前年度繰上充用という形で赤字を補塡してお

りましたが、特別会計を廃止することから、一般会計からの繰入金約９００万円をもっ

て赤字を解消するものです。その分については、貸付金元利収入を減額補正しており、

総額については増減なしとなります。 
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  次に、議案第４１号は、令和４年度上富田町一般会計補正予算（第１号）であります。

補正予算の概要は、教育費で、朝来小学校水泳プール建て替えに伴うもので、国の補助

事業の採択について内示がありましたので、事業費を計上するものです。 

  次に、議案第４２号から第４５号は人事案件であります。議案第４２号は、監査委員

の選任についてであります。議案第４３号から第４５号は、朝来財産区管理会委員の選

任についてであります。重要人事案件でございますので、選任同意方よろしくお願い申

し上げます。 

  以上が、本臨時会に上程します諸議案の概要であります。詳細につきましては担当課

長並びに副課長より説明いたしますので、ご審議の上、ご承認を賜りますよう、何とぞ

よろしくお願い申し上げます。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１５ 報告第２号～日程第２６ 議案第４１号 

○議長（大石哲雄） 

  この際、日程第１５ 報告第２号、上富田町税条例等の一部を改正する条例の件から

日程第２６ 議案第４１号、令和４年度上富田町一般会計補正予算（第１号）の件まで

１２件を一括議題といたします。 

  各議案の賛否の際、原則として起立でありますが、樫木議員より挙手の申出がありま

すので、これを許可いたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  税務課長、笠松君。 

○税務課長（笠松昭宏） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、報告第２号、報告第３号及び報告第４号についてご説明申し上げます。 

  報告第２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第２号、上富田町税条例等の一部を改正する条例。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第２号、上富田町税条例等の一部を改正する条例。 

  上富田町税条例等の一部を別紙のように改正する。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 
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  次のページをお願いいたします。 

  上富田町税条例等の一部を改正する条例。 

  上富田町税条例の一部改正。 

  上富田町税条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行規則の一部を改正

する省令が令和４年３月３１日に公布されたことに伴い、上富田町税条例等につきまし

ても一部改正を行い、同日付で専決処分し、本議会において報告し、承認を求めるもの

であります。今回の改正は、合計で２０条文の改正となっております。時間の都合上、

主な改正事項を抜粋させていただき、その他の条文につきましては割愛させていただき

ますので、ご了承よろしくお願いいたします。また、改め文につきましては、法制執務

の規定上、大変見づらくなっておりますので、参考資料の新旧対照表でご説明いたしま

す。 

  それでは、主な改正事項について、新旧対照表に沿ってご説明申し上げます。 

  ８ページをご覧ください。 

  納税証明書の交付手数料について、地方税法第３８２条の４の規定により、証明書に

住所に代わる事項を記載したものを交付することができるとし、第１８条の４を改正し

ております。 

  内容といたしましては、民法等の一部を改正する法律による不動産登記法の改正によ

り、新たにＤＶ被害者等の保護のための制度が設けられました。具体的には、ＤＶ被害

者等から登記所に申出があった場合、当該者に係る登記事項証明書において、当該者の

住所を記載せず、住所に代わる事項を記載しなければならないこととなります。登記簿

上の住所は、登記済通知書により登記所から市町村へ通知され、固定資産課税台帳に記

載されることとなるところ、固定資産課税台帳に記載された事項について、本人に加え、

本人以外の一定の者が閲覧し、または証明書を取得することが可能とされています。そ

のため、登記所にＤＶ被害者等である旨の申出を行ったものの、登記簿上の住所が閲覧

や証明書の交付を通じて第三者に漏れる可能性があることから、固定資産課税台帳の閲

覧や証明書の交付においても、申出を行った者の住所を記載せず、住所に代わる事項を

記載することに伴う改正であります。 

  関連して、１４ページ下段の第７３条の２第１項において、固定資産課税台帳の閲覧

手数料について、法第３８２条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の

記載したものの閲覧や、１５ページの第７３条の３第１項において、固定資産課税台帳

に記載されている事項の証明者の交付手数料についても、法第３８２条の４に規定する

当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を加える改正も行われておりま
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す。 

  施行日は、民法等の一部を改正する法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日、

令和６年４月１日施行とされております。 

  続きまして、１３ページをご覧ください。 

  個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、公的年金等受給

者が退職手当に係る所得を有する特定配偶者等を有する場合には、公的年金等受給者の

扶養親族等申告書に配偶者等の氏名を記載する所要の措置を講じることとして、第３６

条の３の３を改正しております。 

  内容といたしましては、個人住民税における合計所得金額において、公的年金と控除

額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額には、個

人住民税における他の所得控除と同様に退職手当等を含まない合計所得金額を用いるこ

ととすることや、公的年金等受給者の扶養親族申告書及び公的年金等支払報告書につい

て、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し申告することとす

る等の措置する旨の改正であります。 

  施行日は、令和５年１月１日となります。 

  続きまして、１５ページをご覧ください。 

  個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除について、４年間延長し、控除額の見直し

をするため、附則第７条の３の２を改正しております。 

  内容といたしましては、令和４年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控

除の適用があるものについて、所得税額から控除し切れなかった額があるものについて

は、翌年度分の個人住民税において、残額に相当する額を所得税の課税総所得金額等の

１００分の５を乗じて得た額の控除限度額の範囲内で控除する旨の改正であります。 

  施行日は、令和５年１月１日となります。 

  続きまして、１８ページから１９ページをご覧ください。 

  宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特例

について、令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の現行５％

を２．５％とするため、附則第１２条を改正しております。この商業地等とは、宅地等

のうち住宅用地以外の宅地等、例えば店舗、事務所等などの敷地のことです。 

  内容といたしましては、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、景気回復に

万全を期すため、激変緩和の観点から、令和４年度限りの措置として、商業地等の令和

４年度の課税標準額を、令和３年度の課税標準額に令和４年度の評価額に１００分の２．

５を乗じて得た額を加算した額とする旨の改正であります。 

  施行日は、令和４年４月１日となります。 
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  恐れ入りますが、５ページにお戻りください。 

  附則第１条において、この条例は令和４年４月１日から施行し、施行日の異なる改正

条文につきましては、それぞれ各号に記載しています。また、６ページ、７ページに、

附則第２条に納税証明書に関する経過措置、第３条に町民税に関する経過措置、第４条

には固定資産税に関する経過措置について記載しておりますので、お目通しのほどよろ

しくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  次に、報告第３号についてご説明申し上げます。 

  報告第３号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第３号、上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する

条例。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第３号、上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する

条例の一部を改正する条例。 

  上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を

別紙のように改正する。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を

改正する条例。 

  上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改

正。 

  上富田町半島振興対策実施地域における固定資産例の特別措置に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  今回の改正は、租税特別措置法の一部改正に伴い、上富田町半島振興対策実施地域に

おける固定資産税の特別措置に関する条例につきましても一部改正を行い、同日付で専

決処分し、本議会において報告し、承認を求めるものであります。 

  それでは、改正事項についてご説明申し上げます。 

  本条例第２条で引用しております第１２条第３項の表の第２号が、第２４条第４項の
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表の第２号に、第４５条第２項の表の第２号が、第４５条第３項の表の第２号に項ずれ

が生じることから、本条例の一部を改正するものでございます。 

  附則において、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

  参考資料といたしまして、２ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照く

ださい。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  引き続きまして、次に、報告第４号についてご説明申し上げます。 

  報告第４号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第４号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第４号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部改正。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、それに伴い

地方税法施行令の一部を改正する政令が令和４年３月３１日に公布されたことに伴い、

上富田町国民健康保険税条例につきましても一部改正を行い、同日付で専決処分し、本

議会において報告し、承認を求めるものであります。 

  それでは、改正事項についてご説明申し上げます。 

  第２条第２項ただし書中、６３万円から６５万円に改正しております。これは、医療

保険分の賦課限度額のことでありまして、高所得者層への負担が増加する一方、中間所

得者層に配慮した改正となっております。また、同条第３項ただし書中、後期高齢者支

援金分の賦課限度額である１９万円から２０万円に改正しております。同じく第２３条

中でも、医療保険分の賦課限度額６３万円を６５万円に、後期高齢者支援金分の賦課限

度額１９万円を２０万円に、附則第３項中「同条中」を「同項中」に改正しています。 

  附則第１項において、この条例は、令和４年４月１日から施行するとしてございます。 
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  また、附則第２項において、この条例による改正後の上富田町国民健康保険税条例の

規定は、令和４年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例によると定めています。 

  参考資料といたしまして、２ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照く

ださい。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務課副課長、目良君。 

○総務課副課長（目良大敏） 

  よろしくお願いします。私からは、報告第５号及び報告第６号についてご説明いたし

ます。 

  報告第５号のほう、よろしくお願いします。 

  報告第５号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第５号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１１号）。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  専決第５号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１１号）。 

  令和３年度上富田町の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７５万８，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億４，４６９万１，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入です。 
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  １５款国庫支出金では、補正前の額に５０３万８，０００円を追加し、１５億８，２

０３万５，０００円と定めています。 

  １９款繰入金では、補正前の額から５７９万６，０００円を減額。 

  歳入合計では、補正前の額から７５万８，０００円を減額し、７８億４，４６９万１，

０００円と定めています。 

  歳出です。 

  ２款総務費では、補正前の額に５，０４７万２，０００円を追加し、１４億６，６９

３万６，０００円と定めています。 

  ３款民生費では、補正前の額から１，３８５万円を減額。 

  ６款商工費では、補正前の額から３，７３８万円を減額。 

  歳出合計では、補正前の額から７５万８，０００円を減額し、７８億４，４６９万１，

０００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  第２表、繰越明許費です。 

  年度内に事業が完了しなかったため、令和４年度への繰越しを行うものです。 

  ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、番号制度関連システム改修事業で２６９万５，

０００円。 

  ３款民生費、１項社会福祉費では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業１億３，

４１１万円。３項児童福祉費、子育て世帯臨時特別給付金事業２２０万円。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、農業水路等長寿命化・防災減災事業７４８万円。 

  ７款土木費、２款道路橋梁費、道路メンテナンス事業１，６３０万円。 

  ９款教育費、２項小学校費、電子黒板等購入事業８１７万円。３項中学校費、学習用

通信機器購入事業３４万円。５項社会教育費、生馬公民館耐震改修事業４，９８０万円。 

  １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、単独災害復旧事業１，１８０万円、

現年発生公共土木施設災害復旧事業２，２８９万４，０００円とそれぞれ定め、合計で

は、２億５，５７８万９，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、このページから７ページ

までは、恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  各内訳につきましては歳出からご説明いたしますので、１０ページをお願いいたしま

す。 

  今回の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係

る事業について、実績見込みに合わせて補正したもの及びさわやか上富田まちづくり寄
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附金、いわゆるふるさと納税の返礼に係る費用の補正となります。 

  ３、歳出。 

  ２款総務費、１項総務管理費では５，０４７万２，０００円を措置しています。内訳

としまして、５目財務管理費の５，３９２万２，０００円の追加につきましては、各事

業の補正による余剰分を財政調整基金に積み立てるもの、１０目企画費の８５０万円の

追加については、ふるさと納税返礼用の記念品代及び寄附金取扱い手数料の増額となり

ます。１１目学生サポートふるさと支援給付事業では１，１９５万円を減額しています。 

  ３款民生費、２項児童福祉費では１，３８５万円を減額。子育て世帯臨時特別給付金

事業費拡充分の減額です。 

  ６款商工費、１項商工費では３，７３８万円を減額。内訳としまして、３目かみとん

だ地域元気活性化商品券支給事業費では３４３万円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  ４目上富田町新型コロナウイルス感染症予防対策認証制度奨励金事業費では７００万

円を減額。 

  ５目上富田町飲食・宿泊・サービス業等事業者支援金事業費では２，６９５万円を減

額しています。 

  １４ページからの給与費明細書につきましては、１０ページの６款商工費における時

間外勤務手当１００万円の減額を反映したものとなりますので、お目通しのほどよろし

くお願いいたします。 

  それでは、歳入に戻ります。８ページをお願いいたします。 

  ２、歳入。 

  １５款国庫支出金、２項国庫補助金では５０３万８，０００円を措置しています。こ

ちらは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で、国の交付決定に合わせた

増額となっております。 

  １９款繰入金、２項基金繰入金では５７９万６，０００円を減額。内訳としまして、

１目さわやか上富田町づくり基金繰入金では８５０万円を追加。４目財政調整基金繰入

金では、事業費減に伴う財源の補正として１，４２９万６，０００円を減額としており

ます。 

  以上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

  続きまして、報告第６号をお願いいたします。 

  報告第６号、令和３年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書。 

  ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、番号制度関連システム改修事業、繰越し額２

６９万５，０００円。 
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  ３款民生費、１項社会福祉費、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業、繰越し額１

億３，４１１万円。３項児童福祉費、子育て世帯臨時特別給付金事業２２０万円。 

  ５款農林水産業費、１項農業費７４８万円。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、道路メンテナンス事業では１，６３０万円。 

  ９款教育費、２項小学校費、電子黒板等購入事業８１７万円。３項中学校費、学習用

通信機器購入事業３４万円。５項社会教育費、生馬公民館耐震改修事業４，９８０万円。 

  １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、単独災害復旧事業で１，１８０万

円。現年発生公共土木施設災害復旧事業で２，２８９万４，０００円。 

  合計で２億５，５７８万９，０００円の繰越し額と定めております。 

  財源内訳としまして、既収入特定財源では３００万円、未収入特定財源、国庫支出金

では１億５，８７８万８，０００円、地方債では１，６４０万円、一般財源では７，７

６０万１，０００円となってございます。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  この報告につきましては、先ほどの専決第５号の第２条によりご説明申し上げた繰越

明許費について、地方自治法施行令第１４６条の規定に基づき、財源内訳とともに報告

するものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民課副課長、陸平君。 

○住民課副課長（陸平志保） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、報告第７号について説明させていただきます。 

  報告第７号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第６号、令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第６号、令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）。 

  令和３年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 
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  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８２万３，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億５，８３３万９，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入です。 

  ５款繰入金では、補正前の額に８２万３，０００円追加し、２億５，１９３万２，０

００円と定めています。 

  歳入合計では、補正前の額に８２万３，０００円追加し、１９億５，８３３万９，０

００円と定めています。 

  歳出です。 

  ２款保険給付費では、補正前の額に１０万８，０００円追加し、１２億８，３７６万

４，０００円と定めています。 

  ５款保健事業費では、補正前の額に２６万７，０００円追加。 

  ８款諸支出金では、補正前の額に４４万８，０００円追加。 

  以上、歳出合計では、補正前の額に８２万３，０００円追加し、１９億５，８３３万

９，０００円と定めています。 

  ３ページをお願いいたします。３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括につきましては、恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたし

ます。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  ５款繰入金、２項基金繰入金、１目国民健康保険基金繰入金では、補正前の額に８２

万３，０００円を追加してございます。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  ３、歳出です。 

  ２款保険給付費、５項葬祭諸費、１目葬祭費、補正前の額に９万円を追加してござい

ます。 

  ２款保険給付費、６項傷病手当金、１目傷病手当金、今回新たに１万８，０００円を

追加してございます。こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手

当金として、１名分を措置してございます。 
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  ５款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費、補正前の額に１９万６，０

００円を追加してございます。人間ドック委託料分を措置してございます。 

  ５款保健事業費、２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費７万１，０

００円を追加。 

  １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  ８款諸支出金、２項返還金、１目返還金、補正前の額に４４万８，０００円を追加。

過年度分災害等臨時特例補助金返還金を措置してございます。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  上下水道課長、谷本君。 

○上下水道課長（谷本 誠） 

  よろしくお願いいたします。私からは、報告第８号についてご説明を申し上げます。 

  報告第８号、上富田町水道事業会計建設改良費の繰越について。 

  令和３年度上富田町水道事業会計予算において、次のとおり建設改良費に要する経費

を翌年度に繰越ししたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告する。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  令和３年度上富田町水道事業会計予算繰越計算書につきましては、事業名としまして

配水設備改良事業費で、予算計上額２億９，５９２万円、支払い義務の発生額が７，９

９４万５，０００円、翌年度への繰越し額につきましては２億１，０１３万円と定めて

ございます。これにつきましては、上岩田地区で水道管の布設替えを行っている工事に

つきまして、関係機関や地元関係者との協議及び各工区間の施工時期の調整に不測の日

数を要したため、工程調整を行い、岩田地区配水管布設替え工事の繰越しを行うもので

ございます。 

  また、不用額５８４万５，０００円につきましては、先ほどの予算計上額２億９，５

９２万円のうち、今回繰越しを行う上岩田地区の水道管布設替え工事以外の年度内に完

成した山王橋配水管架設工事や、葛原地区送配水管布設替え設計業務等について、予算

額から最終支払い額を差し引いた額としてございます。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  総務課副課長、目良君。 

○総務課副課長（目良大敏） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、報告第９号から報告第１２号及び議案第４１号についてご説明いたします。 
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  それでは、報告第９号をお願いいたします。 

  報告第９号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第１０号、上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１０号、上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。 

  上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を別紙のように改正する。 

  令和４年５月１３日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。 

  上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の改正。 

  上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。 

  附則第２項を、次のように改正する。 

  ２項、令和４年５月１３日までに発生した改正前の条例第１条第３号に基づく上富田

町特別会計住宅新築資金貸付事業及び同第５号の上富田町特別会計宅地取得資金貸付事

業に属する債権及び債務は、全て上富田町一般会計に引き継ぐものとする。 

  附則、この条例は、令和４年５月１３日から施行する。 

  ３ページ、参考資料をお願いいたします。 

  さきの３月議会において、この二つの特別会計については、令和４年３月３１日まで

の特別会計の閉鎖と併せて、経過措置として、４月１日から５月３１日までの出納整理

期間についてご承認をいただいているところでございます。 

  特別会計を閉鎖し、一般会計に引き継ぐに当たっては、各特別会計の赤字の部分、黒

字の部分について精算し、歳計現金をゼロの状態とする必要がございます。今回の改正

では、金額を確定し清算するため、出納整理期間を５月１３日までとすること及び債権、

債務を一般会計に引き継ぐ旨を明記し、定めたものとなります。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第１０号をお願いいたします。 

  報告第１０号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 
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  記。 

  専決第７号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１２号）。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第７号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１２号）。 

  令和３年度上富田町の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９００万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億５，３６９万３，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入です。 

  １９款繰入金では、補正前の額に９００万２，０００円を追加し、３億２，６２２万

５，０００円と定めています。 

  歳入合計では、補正前の額に９００万２，０００円を追加し、７８億５，３６９万３，

０００円と定めています。 

  歳出です。 

  ３款民生費では、補正前の額に９００万２，０００円を追加し、２８億９，７８６万

５，０００円と定めています。 

  歳出合計では、補正前の額に９００万２，０００円を追加し、７８億５，３６９万３，

０００円と定めています。 

  次のページにいきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

このページから５ページまでは、恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  各内訳につきましては、歳出からご説明いたしますので、８ページをお願いいたしま

す。 

  ３、歳出。 

  ３款民生費、１項社会福祉費では９００万２，０００円を措置しています。こちらは、

特別会計住宅新築資金貸付事業への繰出金となります。 

  それでは、歳入に戻ります。６ページをお願いいたします。 

  ２、歳入。 
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  １９款繰入金、１項特別会計繰入金では２７３万１，０００円を措置しています。こ

ちらは、特別会計宅地取得資金貸付事業からの繰入金となります。 

  続いて、２項基金繰入金では６２７万１，０００円を措置。財政調整基金からの繰入

金となります。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第１１号をお願いいたします。 

  報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第８号、令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１号）。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第８号、令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１号）。 

  令和３年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２７３万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８７万３，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入です。 

  １款諸収入では、補正前の額に７６万２，０００円を追加し、９０万３，０００円と

定めています。 

  ２款繰越金では、補正前の額に１９６万９，０００円を追加。 

  歳入合計では、補正前の額に２７３万１，０００円を追加し、２８７万３，０００円

と定めています。 

  歳出です。 

  ３款宅地取得資金貸付事業費では、補正前の額に２７３万１，０００円を追加し、２

７３万１，０００円と定めています。 
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  歳出合計では、補正前の額に２７３万１，０００円を追加し、２８７万３，０００円

と定めています。 

  次のページにいきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

このページから５ページまでは、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  それでは、６ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入では７６万２，０００円を措置しています。内訳と

して、宅地取得資金貸付金元利収入となります。 

  続きまして、２款繰越金、１項繰越金では１９６万９，０００円を措置しております。

こちらは前年度繰越金となります。 

  ８ページをお願いいたします。 

  ３、歳出です。 

  ３款宅地取得資金貸付事業費、１項宅地取得資金貸付事業費では２７３万１，０００

円を措置しております。こちらは一般会計への繰出金となります。 

  以上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

  それでは、続きまして報告第１２号をお願いいたします。 

  報告第１２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  記。 

  専決第９号、令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第２号）。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第９号、令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第２号）。 

  令和３年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１，１４１万円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和４年３月３１日専決、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 
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  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入です。 

  １款諸収入では、補正前の額から９００万２，０００円を減額し、２４０万８，００

０円と定めています。 

  ２款繰入金では、補正前の額に９００万２，０００円を追加。 

  歳入合計では、補正額につきましては増減なしで、１，１４１万円と定めています。 

  歳出です。 

  ２款前年度繰上充用金では、補正額につきましては増減なしで、１，０９８万５，０

００円と定めています。 

  歳出合計では、補正額については増減なし、１，１４１万円と定めています。 

  次のページにいきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

このページから５ページまでは、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入では９００万２，０００円を減額しています。こち

らは貸付金の元金過年度収入となります。 

  ２款繰入金、１項他会計繰入金では９００万２，０００円を措置しております。一般

会計からの繰入金となります。 

  ８ページをお願いいたします。 

  ３、歳出です。 

  ２款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用金では、補正額、増減なしでございます。

こちらにつきましては、財源の更正となります。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第４１号についてご説明をいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  議案第４１号、令和４年度上富田町一般会計補正予算（第１号）。 

  令和４年度上富田町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億２，２６０万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７１億７，９６０万円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 
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  第２条、地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入です。 

  １５款国庫支出金では、補正前の額に６，０６４万７，０００円を追加し、８億１，

２０７万円と定めています。 

  １９款繰入金では、補正前の額に７，３６５万３，０００円を追加。 

  ２２款町債では、補正前の額に８，８３０万円を追加。 

  歳入合計では、補正前の額に２億２，２６０万円を追加し、７１億７，９６０万円と

定めています。 

  歳出です。 

  ９款教育費では、補正前の額に２億２，２６０万円を追加し、７億８，３７３万８，

０００円と定めています。 

  歳出合計では、補正前の額に２億２，２６０万円を追加し、７１億７，９６０万円と

定めています。 

  ３ページをお願いいたします。 

  第２表、地方債補正です。 

  追加で学校教育施設整備事業、限度額８，８３０万円と定めています。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、恐れ入りますが、お目通しいただきますようお願い

いたします。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、このページから６ページ

までは、恐れ入りますが、お目通しいただきますようお願いいたします。 

  各内訳につきましては、歳出からご説明いたしますので、９ページをお願いいたしま

す。 

  今回の補正につきましては、国庫補助の内定通知を受けての朝来小学校水泳プール建

て替え工事に係る補正予算となります。 

  ３、歳出。 

  ９款教育費、２項小学校費では２億２，２６０万円を措置しております。朝来小学校

水泳プール建て替え工事の監理委託料及び工事請負費となります。 

  それでは、歳入に戻ります。７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入。 
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  １５款国庫支出金、２項国庫補助金では６，０６４万７，０００円を措置しています。

学校施設環境改善交付金となります。 

  １９款繰入金、２項基金繰入金では７，３６５万３，０００円を措置。財政調整基金

繰入金となります。 

  ２２款町債、１項町債では８，８３０万円を措置。こちらにつきましては学校教育施

設整備事業債となります。 

  以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

  １４時４５分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ２時３５分 

───────────── 

再開 午後 ２時４５分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  これより審議に入ります。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１５ 報告第２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１５ 報告第２号、上富田町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認

を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  ９番、吉本和広議員。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

○９番（吉本和広） 
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  専決第２号、上富田町税条例等の一部を改正する条例に対する反対討論を行います。 

  新型コロナ感染拡大で、令和３年度は固定資産税の据置き措置が取られました。コロ

ナ禍が続く中、町民の生活は苦しくなり、貧困と格差が拡大しています。そのような状

況で、本条例は、令和３年度に行った固定資産税の据置き措置を取り払い、町民にとっ

ては増税となるものです。コロナ禍の中、町民の生活を支えるものになっていないこと

から、この条例に反対します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第２号、上富田町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

める件を採決します。 

  本件は承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１６ 報告第３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１６ 報告第３号、上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別

措置に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める件について質疑を行

います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第３号、上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置

に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１７ 報告第４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１７ 報告第４号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  国民健康保険法第１１条で、国保運営協議会について、次のように定められています。

国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市町村が処理す

ることとされている事務に係るものであって、第４章の規定による保険給付、第７６条

第１項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。）を審議させるため、市町

村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くとあります。市町村長が国

保運営協議会に諮り、国保運営協議会の意見も加味して考え、保険料の徴収、その他重

要事項を定めるというもので、その意見どおりにするというものではありませんが、必

ず国保運営協議会に諮り、審議を行うことが法的に義務づけされているということです。

つまり、国民健康保険法は、市町村は、最高限度額を含む算定方法の決定等の重要事項

について、国民健康保険運営協議会の審議を経て決定しなければならないと法律で定め
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ています。国保運営協議会で審議されましたか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民課副課長、陸平君。 

○住民課副課長（陸平志保） 

  お答えします。 

  令和３年度の国保運営協議会は、令和４年２月１４日付、書面開催を行ってございま

す。賦課限度額の改正につきましては、国の施行令改正の政令の公布日や、当町の国保

税率案の試算の時期を変更したことなど、複数の要因が重なったことにより、国保運営

協議会へ諮ることはできておりません。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  専決第４号、上富田町国民健康保険税の一部を改正する条例に対する反対討論を行い

ます。 

  国が定める国民健康保険法は、市町村が、最高限度額を含む算定方法の決定等の重要

事項について、国民健康保険運営協議会の審議を経て決定しなければならないと定めて

いるにもかかわらず、審議を経ず専決することは法に反しており、反対せざるを得ませ

ん。 

  以上の反対理由で、専決第４号、上富田町国民健康保険税の一部を改正する条例に反

対します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 
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  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第４号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ２時５５分 

───────────── 

再開 午後 ２時５５分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  起立多数であります。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１８ 報告第５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１８ 報告第５号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１１号）の専決

処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  歳出で質問があります。 

  １１ページの学生サポートふるさと支援給付金事業ですが、減額が１１５名分行われ

ていますが、その理由です。学生が少なかったとか、申込みが少なかったのか、どのよ

うな分析をされているかという点をお聞かせください。 
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  それともう一点は、児童福祉費の子育て世帯臨時特別給付金事業の拡充分です。拡充

分が、たしかこれは小中学生のいる高校生についてはこちらのほうで自動的に振り込む

けれども、高校生だけのところは申告だったというふうに思うんですが、これ、数が１

３５名減額されておりますが、その辺の人数が多いなと思うので、その辺の理由もちょ

っとお聞かせ願えたらというふうに思います。 

  もう一点ですが、１３ページの商工費です。上富田町飲食・宿泊・サービス業等事業

者支援金事業費が、見込んだ件数の半数ぐらいになっていると思うんですけれども、こ

れがこのようになった要因等、どのようにお考えか、ちょっと教えていただけたらと。 

  その３点、よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  振興課長、平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 

  ３点いただきましたので、順次お答えいたします。 

  まず１番に学生サポートふるさと支援給付金事業でございます。これは上富田町に住

所を有している、もしくは住所を転出しても上富田町に住んでいる方が短大や大学へ行

って頑張っている、そういった方がアルバイトをしたりとかいろいろ親の支援、それが

このコロナによって財政が厳しいよと、そういうところに対して一律支援していこうと、

そういう制度でありました。これも実施した当初、どういうふうに広報していこうとい

うのが一つありまして、上中の卒業生とか、今住所を置いている者とか、そういった者

に対して広報しようとも思ったんですが、公平性という意味で、漏れるというのが一番

怖かったので、そういったターゲットを絞らずに、ターゲットというんですか、そうい

った中学卒業生とか絞らずに、紀伊民報もしくはホームページ、広報、そういったもの

で広報させていただいたと。ちょっと急にこういった交付金、支援の事業をしたという

関係上、そこら辺がちょっと１００％満足いく周知ができなかったなというふうに思っ

ているところでございます。 

  質問もありましたように、全体で２８５件ありました。当初は多めに組んで４００名

ぐらいいるかなという予測はしていたんですが、約３００名弱ということで。でも、知

り合いの方とかいろんな方に聞きますと、大変ありがたかったという声がありましたの

で、それなりに周知できたかなと。学生間同士もつながっていまして、保護者同士もつ

ながっていたり、そういう中でお互いに連絡し合って一定の周知ができたというふうに

考えております。 

  金額にしまして２，８５０万円の支出というふうになっております。 

  次に、子育て世帯への臨時特別給付金事業についてです。これは、一律に９６０万円
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の所得制限かかっている、そういった方につきまして、振興課のほうでその拡充版とし

て、高校生以下の全児童生徒、子供たちに対して給付をしていこうという拡充版制度と

してさせていただきました。実績として３４件、６００万円の支出ということになって

おります。これも当初はちょっと多めに、１２０件ぐらいあるかなというふうに読んで

いたわけなんですが、実質そんなに来なかったというのが現実です。この原因について

は調べていません。また調べていこうかなと思っていますけど、そういうことになりま

す。 

  ３点目、飲食・宿泊・サービス業等事業者支援金事業。これは県の事業が前年度対比

事業収入が３０％減、それではちょっとしんどいよということで、これも拡充版として、

町が１０％減に対して支援金を出すよという、そういう制度でした。これにつきまして、

実績は１４６件で２，５２０万ということになっております。これについても、県の事

業と町の事業、同時に実施をほとんどしたというのがありまして、県への申請、町への

申請、それぞれの申請窓口が分かれたというのもありましたけど、ほぼこれはいけたか

なというふうに思っています。ただ、周知はできていたんですが、例えばアクリル板の

設置とか、ソーシャルディスタンスとか、飲食店によってそういう対策を取ってもらう

わけなんですが、そこまでしなくてもいいよという、そういう商店も結構あった関係で、

やっぱりそういう町民の方が安心して飲食できる、そういうふうに協力してくれた方を

対象にしていましたので、１００％周知はできていたけど、申請が来なかったというの

が現実です。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  正確な理由はなかなか分かりにくいというのがあると思うんですが、拡充分は非常に

件数が少なかったなと、見ていたら思われるんですね。先ほど、まだ調べていないと言

われていましたけれども、今後はちょっとそういうのを調べようかという話も出ました

けど、調べていただけるのかということと、あと、上富田町は１０％ということで、広

くやるという点では非常にいいと思うんですが、申請の方法が、３０％の方は県の申請

になるという点で申請が楽だと思うんですけども、やっぱり１０％から３０％未満の方

が申請でどのような思いを持たれるかというのを、ちょっと手続が大変だとかいうのも

あるのかな、その辺また調査していただいて、やっぱりせっかく１０％に町が下げてい

る効果がうまく出るように考えていただいて、やっぱり予想した数ぐらい出るというこ

とを考えていただけたら。特に確定申告なんかを使うと非常に楽だということも聞きま
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すので、やっぱりそういうのも検討していただいて、申請しやすいということがどうだ

ったのかという点も一回調査していただけたらなというふうに思いますが、いかがです

か。 

○議長（大石哲雄） 

  平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 

  お答えします。 

  今説明させていただきました事業、全て県の交付決定通知、もしくは子育て支援の拡

充版につきましても、所得をオーバーしているところに対しては不交付通知みたいなの

を出していました。それをもって、その書類だけでオーケーというふうにできるだけ簡

素化、これを一番窓口として心がけているところでございます。今後もそういったこと

には心がけてやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（大石哲雄） 

  吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  事業者支援金については回答なかったんですけど、どうなんですか。 

○議長（大石哲雄） 

  平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 

  基本的には、確定申告していただいている方には月別の収支を出してもらっています

ので、それをコピーしてもらって、それでこっちが判断しているという格好になります。

あと、確定申告していない人につきましても、各自でメモ書きで月別の収入とかそうい

ったものを出してもらって、それを見て判断させてもらうと、そういったことでやらせ

ていただいております。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、正垣君。 

○６番（正垣耕平） 

  １１ページ、歳出、１０目企画費の１１役務費、さわやか上富田まちづくり寄附金取

扱い手数料１５０万円ですけれども、これは年度、年度で１０倍とかに件数は増えてい

るかなとお聞きしているんですけれども、件数が増えていたらここの取扱い手数料もど

んどん増えていくものなのか。また、分かりましたら取扱い手数料の中身について触れ

ていただきたいなと思います。よろしく願います。 
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○議長（大石哲雄） 

  平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 

  お答えします。 

  おっしゃるとおり、この記念品代とか取扱い手数料、これは寄附金に応じて対応する

必要がありますので、増えていきます。ちなみに、記念品については約３割以内、これ

は国のほうで定められておりますので、手数料については２割から３割以内の中で、例

えばふるさとチョイスとか楽天とか、そういったところの取扱い手数料、２割から３割

以内で支払いさせていただいているという格好になります。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  正垣君。 

○６番（正垣耕平） 

  そしたら、そういったふるさと納税のサービスへの契約料とか、そういった件数はど

んどん増えていくというふうに思っておいたらいいんですかね。件数が増えると、１件

当たり幾らなのか。２割、３割、ふるさとチョイスとかさとナビとか、そういうところ

に支払いをしていく金額が件数に乗じてどんどん増えていきますよという認識でよかっ

たですか。 

○議長（大石哲雄） 

  平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 

  お答えします。 

  そのとおりでございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 
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  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第５号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１１号）の専決処分

の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１９ 報告第６号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１９ 報告第６号、令和３年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書の専決

処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第６号、令和３年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書の専決処分

の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２０ 報告第７号 
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○議長（大石哲雄） 

  日程第２０ 報告第７号、令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算

（第３号）の専決処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第７号、令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３

号）の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２１ 報告第８号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２１ 報告第８号、上富田町水道事業会計建設改良費の繰越についての専決処

分の承認を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 
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  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第８号、上富田町水道事業会計建設改良費の繰越についての専決処分の

承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ３時１２分 

───────────── 

再開 午後 ３時１２分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２２ 報告第９号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２２ 報告第９号、上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 
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（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第９号、上富田町特別会計条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２３ 報告第１０号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２３ 報告第１０号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１２号）の専

決処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第１０号、令和３年度上富田町一般会計補正予算（第１２号）の専決処

分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 
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  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２４ 報告第１１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２４ 報告第１１号、令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正

予算（第１号）の専決処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第１１号、令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算

（第１号）の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２５ 報告第１２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２５ 報告第１２号、令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正

予算（第２号）の専決処分の承認を求める件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第１２号、令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算

（第２号）の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２６ 議案第４１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２６ 議案第４１号、令和４年度上富田町一般会計補正予算（第１号）の件に

ついて質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第４１号、令和４年度上富田町一般会計補正予算（第１号）の件を採決

します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２７ 議案第４２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２７ 議案第４２号、監査委員の選任についての件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  議案第４２号を説明いたします。 

  議案第４２号、監査委員の選任について。 

  下記の者を監査委員に選任したいから、地方自治法第１９６条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

  記。 

  氏名、山本哲也。 

  住所、上富田町生馬１０６８番地。 

  生年月日、昭和６３年４月２２日。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  提案理由の説明をいたします。 

  山本哲也氏は、議会議員１期の経験も積まれております。家業の農業に従事されてい

ることから、財務、経営に知見があり、適任と考えておりますので、選任同意方よろし

くお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本件については、５番、山本哲也君の一身上に関する件と認められますので、地方自

治法第１１７条の規定により、山本哲也君を除斥したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、山本哲也君を除斥することに決しました。 



－ 68 － 

  山本哲也君の退席を求めます。 

（山本哲也議員 退席） 

○議長（大石哲雄） 

  本案について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  討論を省略します。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第４２号、監査委員の選任について同意を求める

件は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、監査委員の選任について同意を求める件は、これを同意することに決しまし

た。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ３時１９分 

              ───────────── （山本哲也議員 着席） 

再開 午後 ３時１９分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  山本哲也議員の監査委員の選任について同意を求める件は、これに同意されましたの

で、ご報告いたします。 

─────────────────────────────────────────── 
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△日程第２８ 議案第４３号～日程第３０ 議案第４５号 

○議長（大石哲雄） 

  この際、日程第２８ 議案第４３号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について

の件から日程第３０ 議案第４５号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任についての

件まで３件を一括議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  議案第４３号から第４５号まで説明をいたします。 

  議案第４３号、朝来財産区管理会委員の選任について。 

  下記の者を朝来財産区管理会委員に選任したいから、上富田町朝来財産区管理会条例

第３条の規定により、議会の同意を求める。 

  記。 

  氏名、脇田英男。 

  住所、上富田町朝来３２６番地の３７７。 

  生年月日、昭和２９年１２月１１日。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  提案理由の説明をいたします。 

  脇田英男氏は、平成３０年６月１５日に管理会委員に就任され、令和３年３月から管

理会の会長を務められております。現在、１期目で、令和４年６月１４日に任期満了と

なります。 

  続きまして、議案第４４号、朝来財産区管理会委員の選任について。 

  下記の者を朝来財産区管理会委員に選任したいから、上富田町朝来財産区管理会条例

第３条の規定により、議会の同意を求める。 

  記。 

  氏名、菅根伸吾。 

  住所、上富田町朝来５１１番地の１。 

  生年月日、昭和３２年１２月１２日。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  提案理由の説明をいたします。 

  菅根伸吾氏は、平成３０年６月１５日に管理会委員に就任され、現在、１期目でござ

います。令和４年６月１４日で任期満了となります。 

  続きまして、議案第４５号、朝来財産区管理会委員の選任について。 
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  下記の者を朝来財産区管理会委員に選任したいから、上富田町朝来財産区管理会条例

第３条の規定により、議会の同意を求める。 

  記。 

  氏名、栗田芳也。 

  住所、上富田町朝来３８５２番地の１２。 

  生年月日、昭和３３年１０月８日。 

  令和４年５月１７日提出、上富田町長奥田誠。 

  提案理由の説明をいたします。 

  栗田芳也氏は、平成３０年６月１５日に管理会委員に就任され、現在、１期目でござ

います。令和４年６月１４日に任期満了となります。 

  脇田英男氏、菅根伸吾氏、栗田芳也氏は、地域の信望も厚く、最適の人材と認めてい

るところでありますので、引き続き、朝来財産区管理会委員として務めていただきたく、

議会の選任同意をお願いするものであります。 

  なお、任期につきましては、令和４年６月１５日から令和８年６月１４日までの４年

間でございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ３件に対する質疑を一括して行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  討論を省略します。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第４３号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任

について同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  異議なしと認めます。 

  よって、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに決しました。 

  お諮りします。 

  次に、議案第４４号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件

は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに決しました。 

  お諮りします。 

  次に、議案第４５号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件

は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに決しました。 

  お諮りします。 

  お手元に配付しておりますとおり、総務文教常任委員会、厚生建設常任委員会、議会

広報特別委員会、議会運営委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定により閉会

中の継続審査並びに所管事務調査の申出がございます。 

  これらの申出についてを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決しました。 

  暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午後 ３時２６分 

───────────── 
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再開 午後 ３時２７分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

─────────────────────────────────────────── 

△追加日程第１ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について 

○議長（大石哲雄） 

  追加日程第１ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出についてを議

題といたします。 

  申出書を事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  各常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員長から、会議規則第７５条の規定

により、閉会中の継続調査を要する調査事項についての申出があります。 

  内容につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

  総務文教常任委員会家根谷美智子委員長より２８項目、厚生建設常任委員会中井照恵

委員長より２５項目、議会広報特別委員会家根谷美智子委員長より１項目、議会運営委

員会松井孝恵委員長より３項目、以上となっております。 

  また、２の目的につきましては所管事務調査、３につきまして、方法は委員会審査、

期間は次期定例会までです。 

  なお、会議規則第６５条の規定による委員会招集通知書及び第７４条の規定による派

遣承認要求書は、後日提出いたします。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま朗読しましたとおり、各委員会から閉会中の継続審査並びに所管事務調査の

申出がございました。 

  各委員長からの申出のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、総務文教常任委員会、厚生建設常任委員会、議会広報特別委員会、議会運営

委員会の各委員長からの申出のとおり、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続
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審査並びに所管事務調査を行うことに決しました。 

  以上をもって、本臨時会に付議された事件の議事は全て終了いたしました。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  令和４年第２回上富田町議会臨時会を閉会するに当たりまて、お礼のご挨拶を申し上

げます。 

  本臨時会では、大石哲雄議長さん、正垣耕平副議長さんをはじめ、各常任委員会、特

別委員会の構成など、今後の議会運営に関わる重要な事項を決定されました。新たに就

任されました大石議長さんは、歴史と伝統ある上富田町議会で、４期目の議長となられ

ます。大石議長さんがいつも言われている、開かれた議会、議会改革をより一層進めて

いただきたいと思っています。各常任委員、特別委員に就任されました議員各位におか

れましては、これまでに増してのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

  本臨時会に上程しました報告、議案につきまして、慎重審議をしていただき、全てを

承認していただき、人事案件として、監査委員に山本哲也氏、朝来財産区管理会委員に

脇田英男氏、菅根伸吾氏、栗田芳哲也を選任同意いただきましたこと、誠にありがとう

ございます。 

  次に、令和４年度一般会計補正予算を承認していただきましたので、朝来小学校の水

泳プール建て替え工事に取り組んでまいります。 

  次に、令和３年度一般会計、特別会計につきましては、実質収支を見込んだ最終予算

でありますが、５月３１日の出納閉鎖で決算することになっています。一般会計の状況

では、財政調整基金などから繰入れをすることなく決算に向けて進めておりますが、冒

頭の挨拶でも説明いたしましたが、上富田町は現在大変厳しい財政状況に変わりなく、

効率的で持続可能な行財政運営を確保するため、今後も財政の健全化に取り組む必要が

ありますので、監査委員の指摘事項を十分に反映し、なお一層の取組を進めてまいりま

すので、議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  私といたしましても、さらに議会との連携、協調を図りながら、本町の実情に合った

上富田らしい第５次総合計画に基づき、未来へつながる「明るく豊かで元気なひとづく

り、まちづくり」を目指し全力で取り組み、一つでも町民の皆さんの期待に応えられる

よう行政運営を行いますので、温かいご指導、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ

まして、閉会の挨拶といたします。 

  本日は誠にありがとうございました。 
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─────────────────────────────────────────── 

△閉  会 

○議長（大石哲雄） 

  これにて令和４年第２回上富田町議会臨時会を閉会いたしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会はこれにて閉会することに決しました。 

  これにて令和４年第２回上富田町議会臨時会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午後 ３時３３分 
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